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次

週

５

月

�

日

号

は

休

刊

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

　

国

税

庁

は

４

月

�

日

に

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

関

す

る

有

識

者

会

議

（

座

長

＝

佐

藤

英

明

慶

応

大

学

大

学

院

教

授

）

の

第

１

回

会

合

を

開

催

し

た

（

４

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

同

会

議

で

は

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

（

非

上

場

株

式

）

の

相

続

税

評

価

に

つ

い

て

令

和

６

年

�

月

の

会

計

検

査

院

の

指

摘

を

踏

ま

え

、

適

正

な

評

価

制

度

の

あ

り

方

を

検

討

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

が

、

こ

の

日

は

同

庁

か

ら

恣

意

的

に

評

価

額

を

圧

縮

す

る

ス

キ

ー

ム

が

複

数

示

さ

れ

た

。

こ

う

し

た

ス

キ

ー

ム

へ

の

対

応

に

つ

い

て

も

同

会

議

の

中

で

議

論

が

行

わ

れ

る

見

込

み

だ

。

主 な 記 事

源泉徴収票みなし提出特例のＱ＆Ａ ２面

還流資金の益金算入巡り地裁判決 ２面

春の叙勲、税務関係は�人が受章 ３面

低未利用土地１００万控除の利用状況 ３面

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

の

税

制

審

議

会

（

会

長

＝

中

里

実

東

京

大

学

名

誉

教

授

）

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

度

諮

問

事

項

「

寄

附

金

税

制

の

あ

り

方

に

つ

い

て

」

に

対

す

る

検

討

結

果

を

取

り

ま

と

め

、

太

田

会

長

に

答

申

し

た

。

社

会

構

造

の

変

化

も

踏

ま

え

な

が

ら

、

現

行

の

寄

附

金

税

制

に

係

る

問

題

点

を

検

証

し

、

諸

外

国

の

制

度

を

参

考

に

し

つ

つ

、

時

代

の

要

請

に

即

し

た

寄

附

金

税

制

の

あ

り

方

の

検

討

を

諮

問

し

た

も

の

。

日

税

連

で

は

こ

の

答

申

を

踏

ま

え

、

毎

年

、

関

係

省

庁

等

に

提

出

し

て

い

る

税

制

改

正

建

議

書

を

取

り

ま

と

め

る

。

　

答

申

は

、

一

般

的

な

寄

附

の

概

念

、

税

法

上

の

寄

附

金

の

概

念

か

ら

始

ま

り

、

所

得

税

・

ふ

る

さ

と

納

税

・

相

続

税

に

お

け

る

寄

附

金

税

制

の

沿

革

と

制

度

目

的

、

現

行

制

度

の

概

要

を

紹

介

し

、

諸

外

国

の

制

度

と

そ

の

特

徴

に

触

れ

な

が

ら

、

わ

が

国

の

寄

附

金

制

度

と

も

比

較

。

　

そ

し

て

、

わ

が

国

の

寄

附

金

に

係

る

一

般

的

な

課

題

と

し

て

、

寄

附

に

関

す

る

情

報

不

足

、

手

続

の

煩

雑

さ

、

寄

附

先

の

公

益

法

人

等

の

数

が

少

な

い

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

る

と

し

て

答

申

は

、

①

公

益

認

定

基

準

に

厳

格

性

が

求

め

ら

れ

る

の

は

あ

る

程

度

や

む

を

得

な

い

と

し

て

も

、

認

定

基

準

の

見

直

し

や

デ

ジ

タ

ル

技

術

の

積

極

的

活

用

等

に

よ

っ

て

、

手

続

の

合

理

化

を

よ

り

一

層

進

め

る

こ

と

、

②

寄

附

先

の

情

報

を

集

約

し

た

公

的

な

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

の

整

備

等

に

よ

っ

て

、

寄

附

者

が

信

頼

性

の

高

い

情

報

に

基

づ

い

て

寄

附

先

を

選

択

で

き

る

環

境

を

整

え

る

こ

と

な

ど

を

提

言

し

て

い

る

。

　

ふ

る

さ

と

納

税

制

度

に

関

し

て

は

、

過

度

な

返

礼

品

競

争

や

過

剰

な

仲

介

業

者

へ

の

依

存

を

早

急

に

改

め

、

地

域

間

の

財

政

格

差

の

拡

大

な

ど

の

課

題

に

つ

い

て

丁

寧

に

検

証

し

つ

つ

、

寄

附

文

化

の

醸

成

に

つ

な

が

る

よ

う

な

制

度

と

し

て

改

善

し

て

い

く

べ

き

で

あ

る

と

も

提

言

し

て

い

る

。

　

会

議

の

資

料

で

は

、

評

価

額

の

「

操

作

可

能

性

」

の

課

題

と

し

て

三

つ

の

ス

キ

ー

ム

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

の

う

ち

の

一

つ

は

図

の

と

お

り

。

　

こ

の

ス

キ

ー

ム

に

は

「

グ

ル

ー

プ

法

人

税

（

寄

付

修

正

）

と

評

価

差

額

」

と

記

さ

れ

て

い

る

。

平

成

�

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

グ

ル

ー

プ

法

人

税

制

で

は

、

１

０

０

％

グ

ル

ー

プ

内

で

資

産

を

移

転

さ

せ

て

も

法

人

税

負

担

は

発

生

し

な

い

。

他

方

、

非

上

場

株

式

の

評

価

の

観

点

で

は

、

資

産

を

親

会

社

か

ら

子

会

社

、

子

会

社

か

ら

孫

会

社

へ

と

移

転

さ

せ

る

と

親

会

社

の

株

式

評

価

は

減

少

し

、

さ

ら

に

資

産

を

保

有

す

る

子

会

社

等

が

類

似

業

種

比

準

方

式

を

採

用

す

る

こ

と

で

一

層

の

評

価

圧

縮

も

可

能

に

な

る

と

い

う

。

　

他

の

二

つ

の

ス

キ

ー

ム

は

「

種

類

株

式

（

無

議

決

権

株

式

）

を

用

い

た

配

当

還

元

方

式

の

濫

用

」

「

超

過

収

益

力

分

の

社

外

流

出

」

で

、

そ

れ

ぞ

れ

内

容

の

説

明

が

行

わ

れ

て

い

る

。

　

同

じ

資

料

の

中

で

、

会

社

法

の

制

定

、

組

織

再

編

税

制

や

グ

ル

ー

プ

法

人

税

制

の

導

入

に

対

し

て

財

産

評

価

基

本

通

達

が

十

分

に

対

応

し

て

こ

な

か

っ

た

結

果

、

グ

ル

ー

プ

法

人

税

制

等

を

巧

み

に

利

用

し

、

評

価

通

達

の

有

利

な

項

目

に

適

合

す

る

よ

う

税

負

担

な

く

自

在

に

組

織

を

再

編

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

な

ど

「

評

価

を

用

い

た

高

度

な

ス

キ

ー

ム

に

よ

り

事

実

上

の

事

業

承

継

」

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

旨

も

説

明

さ

れ

て

い

る

。

　

行

き

過

ぎ

た

節

税

ス

キ

ー

ム

に

対

し

、

同

庁

は

個

別

の

事

例

ご

と

に

評

価

通

達

６

項

や

行

為

計

算

否

認

を

適

用

せ

ざ

る

を

得

な

い

状

況

に

あ

る

と

し

て

い

る

。

た

だ

、

平

成

�

事

務

年

度

か

ら

令

和

６

事

務

年

度

ま

で

の

�

年

間

に

、

株

式

関

連

で

６

項

が

適

用

さ

れ

た

も

の

は

�

件

に

す

ぎ

ず

、

対

応

が

後

手

に

回

っ

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

。

　

こ

う

し

た

個

別

の

対

応

に

つ

い

て

は

納

税

者

の

予

見

可

能

性

と

い

っ

た

観

点

か

ら

批

判

等

が

存

在

し

、

評

価

方

法

の

明

確

化

等

も

要

請

さ

れ

て

い

る

。

　

評

価

の

見

直

し

に

当

た

っ

て

、

ま

ず

は

会

計

検

査

院

の

指

摘

に

対

応

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

評

価

方

法

を

明

確

化

し

つ

つ

、

こ

う

し

た

ス

キ

ー

ム

の

利

用

を

排

除

す

る

仕

組

み

と

す

る

こ

と

も

求

め

ら

れ

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ５ ４

第３６９７号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

実

家

へ

の

帰

省

時

、

兵

庫

県

三

木

市

の

高

速

Ｉ

Ｃ

を

降

り

る

と

丘

陵

地

に

美

し

い

街

並

み

が

見

え

る

。

神

戸

の

ベ

ッ

ド

タ

ウ

ン

と

し

て

友

人

も

多

く

暮

ら

す

馴

染

み

深

い

場

所

だ

が

、

今

は

建

物

の

老

朽

化

や

空

き

家

、

高

齢

化

の

波

に

直

面

し

て

い

る

★

同

市

で

は

、

半

世

紀

前

に

こ

の

街

を

造

成

し

た

大

和

ハ

ウ

ス

工

業

と

戸

建

て

住

宅

団

地

の

再

生

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

を

行

っ

て

い

る

。

核

と

な

る

の

が

同

社

か

ら

寄

附

さ

れ

た

�

億

円

の

企

業

版

ふ

る

さ

と

納

税

制

度

の

活

用

だ

。

そ

の

寄

附

を

元

に

多

世

代

が

交

流

し

若

者

ら

が

挑

戦

で

き

る

拠

点

「

Ｈ

Ｉ

Ｔ

Ｏ

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｉ

　

Ｍ

Ｉ

Ｋ

Ｉ

」

を

建

設

、

ま

も

な

く

開

業

す

る

★

今

後

目

指

す

の

は

、

シ

ニ

ア

が

団

地

内

の

省

ス

ペ

ー

ス

な

住

ま

い

へ

移

り

、

広

い

空

き

家

を

子

育

て

世

代

が

継

ぐ

「

循

環

」

の

仕

組

み

で

、

補

助

金

に

頼

ら

ず

住

民

自

ら

運

営

す

る

街

づ

く

り

だ

と

い

う

。

同

寄

附

を

活

か

し

た

戸

建

て

住

宅

団

地

の

再

生

に

期

待

し

た

い

。

（

Ｍ

）

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

源

泉

徴

収

票

（

給

与

所

得

・

公

的

年

金

等

）

の

み

な

し

提

出

の

特

例

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

を

公

表

し

た

。

令

和

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

べ

き

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

ま

た

は

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

票

か

ら

、

給

与

支

払

者

ま

た

は

公

的

年

金

等

の

支

払

者

が

源

泉

徴

収

票

に

記

載

す

べ

き

一

定

の

事

項

が

記

載

さ

れ

た

給

与

支

払

報

告

書

ま

た

は

公

的

年

金

等

支

払

報

告

書

を

市

区

町

村

に

提

出

し

た

場

合

、

税

務

署

に

源

泉

徴

収

票

を

提

出

し

た

も

の

と

み

な

す

こ

と

と

さ

れ

た

。

そ

の

た

め

、

８

年

分

か

ら

は

市

区

町

村

に

支

払

報

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

で

、

税

務

署

へ

の

源

泉

徴

収

票

の

提

出

が

不

要

と

な

る

。

な

お

、

受

給

者

本

人

へ

の

源

泉

徴

収

票

の

交

付

は

、

改

正

前

と

同

様

、

必

要

と

な

る

。

　

Ｑ

＆

Ａ

で

は

、

８

年

の

途

中

で

退

職

し

た

従

業

員

に

係

る

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

に

つ

い

て

、

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

る

場

合

は

、

源

泉

徴

収

票

の

み

な

し

提

出

の

特

例

の

対

象

と

な

る

こ

と

が

示

さ

れ

た

。

　

法

令

上

、

年

の

途

中

で

退

職

し

た

従

業

員

に

係

る

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

は

退

職

の

日

以

後

１

月

以

内

に

税

務

署

に

提

出

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

が

、

運

用

上

の

取

扱

い

に

よ

り

、

翌

年

１

月

末

ま

で

に

そ

の

ほ

か

の

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

と

ま

と

め

て

提

出

し

て

よ

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

８

年

の

途

中

で

退

職

し

た

従

業

員

に

係

る

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

に

つ

い

て

も

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

る

場

合

に

は

、

「

令

和

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

べ

き

」

も

の

と

し

て

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

と

し

た

。

　

支

払

報

告

書

の

提

出

方

法

に

つ

い

て

は

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

、

光

デ

ィ

ス

ク

等

ま

た

は

書

面

の

い

ず

れ

で

あ

っ

て

も

、

税

務

署

に

源

泉

徴

収

票

を

提

出

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

と

し

た

。

な

お

、

給

与

支

払

報

告

書

を

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

で

提

出

す

る

と

、

従

業

員

が

確

定

申

告

を

す

る

際

の

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

と

な

る

。

　

源

泉

徴

収

票

に

記

載

す

べ

き

一

定

の

事

項

と

は

、

税

務

署

に

提

出

す

る

源

泉

徴

収

票

に

記

載

す

べ

き

事

項

の

こ

と

を

い

う

。

源

泉

徴

収

票

に

記

載

す

べ

き

事

項

は

、

支

払

報

告

書

に

記

載

す

べ

き

事

項

の

中

に

全

て

含

ま

れ

て

い

る

た

め

、

こ

れ

ま

で

ど

お

り

、

支

払

報

告

書

を

法

令

に

基

づ

き

作

成

す

る

こ

と

で

、

源

泉

徴

収

票

に

記

載

す

べ

き

一

定

の

事

項

が

記

載

さ

れ

た

支

払

報

告

書

と

な

る

。

　

ま

た

、

５

年

度

税

制

改

正

で

は

、

源

泉

徴

収

票

の

提

出

範

囲

が

支

払

報

告

書

の

提

出

範

囲

に

揃

え

ら

れ

て

い

る

（

年

の

途

中

で

死

亡

し

た

者

の

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

票

を

除

く

）

。

　

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

の

提

出

範

囲

は

、

「

年

末

調

整

を

し

た

も

の

」

「

年

末

調

整

を

し

な

か

っ

た

も

の

」

と

も

に

、

年

の

中

途

で

退

職

し

た

者

に

対

す

る

そ

の

年

中

に

支

払

っ

た

給

与

等

の

支

払

金

額

が

�

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

を

除

く

す

べ

て

の

給

与

等

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

提

出

範

囲

が

改

正

さ

れ

た

が

、

法

定

調

書

の

電

子

的

提

出

の

義

務

の

判

定

に

お

い

て

、

基

準

年

に

提

出

す

べ

き

で

あ

っ

た

源

泉

徴

収

票

の

枚

数

は

、

９

年

１

月

１

日

以

後

も

改

正

前

の

提

出

範

囲

で

税

務

署

に

提

出

す

べ

き

で

あ

っ

た

源

泉

徴

収

票

の

枚

数

で

判

定

す

る

と

し

て

い

る

。

　

納

税

者

が

確

定

申

告

で

計

上

し

た

売

上

げ

の

一

部

は

、

売

上

先

の

簿

外

資

金

の

捻

出

に

協

力

し

て

資

金

を

還

流

さ

せ

る

た

め

に

計

上

し

た

架

空

売

上

げ

で

あ

り

、

益

金

の

額

に

算

入

さ

れ

ず

、

確

定

申

告

で

計

上

し

た

外

注

加

工

費

の

一

部

は

同

様

の

目

的

で

架

空

外

注

加

工

費

を

計

上

し

た

も

の

で

あ

り

、

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

な

い

な

ど

と

し

て

修

正

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

が

修

正

申

告

に

よ

る

架

空

外

注

加

工

費

の

処

理

を

是

認

す

る

一

方

、

架

空

売

上

げ

に

つ

い

て

は

還

流

さ

せ

た

資

金

が

「

交

際

費

等

」

に

該

当

す

る

な

ど

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

た

め

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

地

裁

（

鎌

野

真

敬

裁

判

長

）

は

４

月

�

日

、

納

税

者

の

主

張

を

認

め

、

課

税

庁

の

主

張

を

退

け

る

判

決

を

下

し

た

。

　

納

税

者

は

土

木

工

事

等

を

営

む

法

人

。

本

件

売

上

先

は

化

学

工

業

用

プ

ラ

ン

ト

の

設

計

施

工

請

負

等

を

営

む

法

人

で

、

Ｘ

県

内

に

出

張

所

を

持

ち

、

Ｙ

が

所

長

を

務

め

て

い

た

。

　

納

税

者

は

本

件

売

上

先

か

ら

土

木

工

事

や

配

管

工

事

を

受

注

し

て

い

た

。

裁

判

所

が

認

定

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

と

、

Ｙ

所

長

は

�

年

�

月

ご

ろ

、

納

税

者

の

代

表

者

に

「

仕

事

を

ど

ん

ど

ん

と

っ

て

、

業

績

を

上

げ

て

ゆ

く

た

め

に

は

、

い

ろ

い

ろ

と

目

に

見

え

な

い

お

金

も

必

要

に

な

る

」

な

ど

と

述

べ

、

本

件

売

上

先

の

簿

外

資

金

捻

出

へ

の

協

力

を

依

頼

し

た

。

　

Ｙ

所

長

は

納

税

者

の

代

表

者

に

、

本

件

売

上

先

に

対

す

る

請

負

代

金

額

を

偽

っ

て

請

求

し

、

そ

の

偽

っ

た

分

を

現

金

で

Ｙ

所

長

に

返

金

す

る

こ

と

で

、

本

件

売

上

先

の

受

注

に

必

要

な

資

金

を

捻

出

し

、

納

税

者

に

新

た

な

金

銭

的

な

負

担

が

生

じ

る

こ

と

は

な

い

な

ど

と

説

明

し

た

。

納

税

者

の

代

表

者

は

、

継

続

的

な

工

事

の

受

注

が

期

待

で

き

、

金

銭

的

な

負

担

も

生

じ

な

い

と

考

え

て

依

頼

を

受

け

入

れ

た

。

　

納

税

者

の

代

表

者

は

平

成

�

年

か

ら

令

和

３

年

に

か

け

て

Ｙ

所

長

が

指

示

し

た

返

金

額

お

よ

び

時

期

に

し

た

が

い

、

本

件

架

空

外

注

加

工

費

に

相

当

す

る

額

を

Ｙ

所

長

に

現

金

で

交

付

し

た

。

　

３

年

８

月

�

日

ご

ろ

、

Ｚ

国

税

局

が

本

件

売

上

先

へ

の

税

務

調

査

を

開

始

。

国

税

局

の

職

員

は

本

件

売

上

先

に

、

Ｙ

所

長

が

複

数

の

外

注

先

に

工

事

代

金

を

水

増

し

し

た

請

求

書

を

提

出

さ

せ

て

外

注

費

を

水

増

し

し

て

支

払

い

、

水

増

し

し

て

支

払

っ

た

金

額

を

現

金

で

受

け

取

っ

て

い

た

な

ど

と

説

明

し

た

。

Ｙ

所

長

は

納

税

者

の

代

表

者

に

「

税

務

署

が

来

た

」

た

め

、

架

空

の

請

求

に

関

し

て

残

存

す

る

メ

モ

等

を

す

べ

て

破

棄

す

る

よ

う

指

示

し

、

納

税

者

の

代

表

者

は

こ

れ

ら

を

破

棄

し

た

。

同

月

�

日

ご

ろ

、

Ｙ

所

長

は

死

亡

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

本

件

売

上

高

の

う

ち

本

件

架

空

外

注

加

工

費

に

相

当

す

る

額

が

、

納

税

者

の

益

金

の

額

に

算

入

さ

れ

、

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

に

含

ま

れ

る

か

否

か

。

　

地

裁

は

、

納

税

者

の

代

表

者

が

本

件

架

空

外

注

加

工

費

に

相

当

す

る

額

は

架

空

の

売

上

げ

だ

と

供

述

し

て

い

る

が

、

そ

の

内

容

は

本

件

売

上

先

が

保

存

す

る

書

類

等

に

記

載

さ

れ

た

事

実

と

整

合

し

、

Ｙ

所

長

が

本

件

売

上

先

へ

の

税

務

調

査

の

際

に

回

答

し

た

内

容

と

も

一

致

す

る

。

ま

た

、

課

税

庁

は

返

金

し

た

現

金

が

交

際

費

だ

と

主

張

す

る

が

、

本

件

架

空

外

注

加

工

費

の

額

は

�

年

３

月

期

に

約

４

３

７

５

万

円

、

２

年

３

月

期

に

約

３

２

４

１

万

円

、

３

年

３

月

期

に

約

８

９

７

０

万

円

に

上

り

、

本

件

売

上

先

に

対

す

る

売

上

げ

の

３

割

か

ら

６

割

を

占

め

、

納

税

者

が

仕

事

の

受

注

の

た

め

に

自

ら

の

出

捐

で

Ｙ

所

長

に

贈

与

す

る

金

額

と

し

て

は

高

額

す

ぎ

る

か

ら

、

課

税

庁

の

主

張

は

採

用

で

き

な

い

な

ど

と

し

た

。

　

結

果

、

納

税

者

の

代

表

者

の

供

述

は

信

用

す

る

こ

と

が

で

き

、

本

件

架

空

外

注

加

工

費

に

相

当

す

る

額

は

架

空

売

上

げ

と

認

め

ら

れ

る

の

で

、

益

金

の

額

に

算

入

さ

れ

ず

、

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

に

も

含

ま

れ

な

い

と

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

政

府

は

４

月

�

日

、

令

和

８

年

春

の

叙

勲

を

発

表

し

た

。

税

務

関

係

で

は

税

務

行

政

事

務

功

労

�

人

、

税

理

士

功

労

２

人

、

納

税

功

労

９

人

、

酒

類

業

振

興

功

労

２

人

の

計

�

人

が

受

章

の

栄

に

浴

し

た

。

受

章

者

は

次

の

通

り

（

敬

称

略

）

。

低未利用土地等

確認書の交付件数

交付件数

令和２年

（７～�月）

２，０６０件

　　３年 ３，０９０件

　　４年 ４，８４２件

　　５年 ４，５５０件

　　６年 ４，８１７件

※令和５年の件数は再

集計後の件数。

税

務

行

政

事

務

功

労

《

瑞

宝

中

綬

章

》

　

知

原

信

良

（

�

）

元

国

税

不

服

審

判

所

次

長

、

東

京

都

杉

並

区

▽

松

田

晴

夫

（

�

）

元

名

古

屋

国

税

不

服

審

判

所

長

、

東

京

都

国

立

市

▽

鳴

島

安

雄

（

�

）

元

高

松

国

税

局

長

、

東

京

都

大

田

区

▽

渡

邉

定

義

（

�

）

元

熊

本

国

税

局

長

、

東

京

都

国

立

市

《

瑞

宝

小

綬

章

》

　

関

岡

誠

一

（

�

）

元

仙

台

国

税

不

服

審

判

所

長

、

京

都

市

▽

髙

倉

明

（

�

）

元

熊

本

国

税

不

服

審

判

所

長

、

東

京

都

中

央

区

▽

丸

尾

典

由

（

�

）

元

札

幌

中

税

務

署

長

、

札

幌

市

▽

岡

義

彦

（

�

）

元

仙

台

北

税

務

署

長

、

仙

台

市

▽

坂

本

芳

次

郎

（

�

）

元

仙

台

中

税

務

署

長

、

仙

台

市

▽

与

良

秀

雄

（

�

）

元

関

東

信

越

国

税

局

徴

収

部

長

、

東

京

都

練

馬

区

▽

大

山

一

夫

（

�

）

元

新

潟

税

務

署

長

、

埼

玉

県

上

尾

市

▽

大

口

高

生

（

�

）

元

長

野

税

務

署

長

、

長

野

県

上

田

市

▽

吉

田

芳

一

（

�

）

元

東

京

国

税

局

調

査

第

四

部

長

、

東

京

都

葛

飾

区

▽

三

塚

一

彦

（

�

）

元

渋

谷

税

務

署

長

、

千

葉

県

船

橋

市

▽

九

里

和

男

（

�

）

元

京

橋

税

務

署

長

、

川

崎

市

▽

中

村

淳

一

（

�

）

元

麻

布

税

務

署

長

、

東

京

都

三

鷹

市

▽

齋

藤

祐

喜

男

（

�

）

元

新

宿

税

務

署

長

、

千

葉

県

流

山

市

▽

永

島

宏

一

（

�

）

元

神

田

税

務

署

長

、

東

京

都

葛

飾

区

▽

砥

堀

英

二

（

�

）

元

立

川

税

務

署

長

、

東

京

都

町

田

市

▽

鳥

井

孝

一

（

�

）

元

金

沢

税

務

署

長

、

金

沢

市

▽

辰

巳

安

治

（

�

）

元

名

古

屋

中

税

務

署

長

、

名

古

屋

市

▽

北

嶋

栄

治

（

�

）

元

豊

橋

税

務

署

長

、

名

古

屋

市

▽

池

端

義

明

（

�

）

元

熱

田

税

務

署

長

、

岐

阜

県

土

岐

市

▽

具

原

重

治

（

�

）

元

岐

阜

北

税

務

署

長

、

岐

阜

県

土

岐

市

▽

丸

山

澄

高

（

�

）

元

大

阪

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

大

阪

府

箕

面

市

▽

前

橋

義

明

（

�

）

元

下

京

税

務

署

長

、

大

阪

府

守

口

市

▽

河

田

誠

夫

（

�

）

元

堺

税

務

署

長

、

奈

良

市

▽

�

岡

雅

美

（

�

）

元

奈

良

税

務

署

長

、

大

阪

府

交

野

市

▽

原

信

介

（

�

）

元

広

島

国

税

局

調

査

査

察

部

長

、

広

島

市

▽

越

智

達

彦

（

�

）

元

高

松

国

税

局

調

査

査

察

部

長

、

愛

媛

県

西

条

市

▽

佐

藤

祐

一

（

�

）

元

福

岡

国

税

局

課

税

第

二

部

長

、

福

岡

市

▽

石

橋

信

好

（

�

）

元

博

多

税

務

署

長

、

佐

賀

県

三

養

基

郡

▽

栗

原

正

明

（

�

）

元

熊

本

西

税

務

署

長

、

熊

本

県

菊

池

郡

▽

渡

邊

貴

昭

（

�

）

元

大

分

税

務

署

長

、

熊

本

市

税

理

士

功

労

《

旭

日

小

綬

章

》

　

北

島

則

行

（

�

）

元

日

本

税

理

士

会

連

合

会

副

会

長

、

横

浜

市

▽

足

達

信

一

（

�

）

元

日

本

税

理

士

会

連

合

会

副

会

長

、

東

京

都

葛

飾

区

納

税

功

労

《

旭

日

小

綬

章

》

　

原

ま

り

子

（

�

）

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

、

東

京

都

荒

川

区

▽

髙

橋

功

（

�

）

千

葉

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

会

長

、

千

葉

市

《

旭

日

双

光

章

》

　

福

西

秀

和

（

�

）

（

一

社

）

北

海

道

法

人

会

連

合

会

副

会

長

、

北

海

道

函

館

市

▽

菅

陽

悦

（

�

）

（

一

社

）

岩

手

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

、

岩

手

県

二

戸

市

▽

五

十

嵐

良

夫

（

�

）

元

東

京

都

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

東

京

都

杉

並

区

▽

大

戸

孝

宏

（

�

）

（

一

社

）

東

京

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

、

東

京

都

板

橋

区

▽

山

下

行

康

（

�

）

元

三

重

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

、

三

重

県

尾

鷲

市

▽

北

川

亨

（

�

）

三

重

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

三

重

県

伊

賀

市

▽

大

工

幸

宏

（

�

）

山

口

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

山

口

県

長

門

市

酒

類

業

振

興

功

労

《

旭

日

小

綬

章

》

　

大

塚

完

（

�

）

千

葉

県

酒

造

組

合

会

長

、

千

葉

県

成

田

市

▽

石

川

清

和

（

�

）

広

島

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

会

長

、

広

島

市

　

地

方

税

共

同

機

構

は

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

・

地

方

税

共

同

機

構

を

装

っ

た

メ

ー

ル

や

Ｓ

Ｍ

Ｓ

、

詐

欺

サ

イ

ト

な

ど

に

注

意

す

る

よ

う

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

な

ど

を

通

じ

て

、

利

用

者

に

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

　

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

・

地

方

税

共

同

機

構

に

な

り

す

ま

し

て

、

支

払

を

督

促

し

た

り

、

Ｉ

Ｄ

と

パ

ス

ワ

ー

ド

の

入

力

を

要

求

し

た

り

す

る

不

審

な

メ

ー

ル

が

確

認

さ

れ

て

い

る

と

い

う

。

　

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

・

地

方

税

共

同

機

構

か

ら

、

メ

ー

ル

や

Ｓ

Ｍ

Ｓ

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

な

ど

に

よ

っ

て

地

方

税

の

納

付

を

求

め

る

旨

や

、

差

押

え

の

執

行

を

予

告

す

る

旨

、

Ｉ

Ｄ

と

パ

ス

ワ

ー

ド

の

入

力

を

求

め

る

旨

の

案

内

を

す

る

こ

と

は

な

い

。

　

同

機

構

は

、

「

身

に

覚

え

の

な

い

不

審

な

メ

ー

ル

・

Ｓ

Ｍ

Ｓ

が

届

い

た

場

合

に

は

、

速

や

か

に

メ

ー

ル

・

Ｓ

Ｍ

Ｓ

を

削

除

し

、

当

該

メ

ー

ル

内

に

Ｕ

Ｒ

Ｌ

な

ど

の

リ

ン

ク

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、

絶

対

に

ク

リ

ッ

ク

し

な

い

で

く

だ

さ

い

。

万

一

ク

リ

ッ

ク

し

た

場

合

で

も

、

リ

ン

ク

先

で

は

個

人

情

報

な

ど

を

入

力

せ

ず

、

支

払

手

続

な

ど

も

行

わ

な

い

よ

う

注

意

し

て

く

だ

さ

い

」

と

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

政

府

は

４

月

�

日

、

中

小

企

業

庁

が

取

り

ま

と

め

た

、

２

０

２

６

年

版

の

中

小

企

業

白

書

と

小

規

模

企

業

白

書

を

閣

議

決

定

し

た

。

白

書

で

は

、

経

営

環

境

の

転

換

期

に

お

い

て

現

状

維

持

は

最

大

の

リ

ス

ク

で

あ

り

、

経

営

者

の

能

力

の

差

が

明

暗

を

分

け

る

と

し

て

、

短

期

的

な

損

益

を

追

う

の

で

は

な

く

、

長

期

的

な

視

点

で

事

業

・

組

織

構

造

を

再

構

築

し

て

い

く

「

戦

略

」

を

持

っ

た

経

営

に

転

換

し

、

「

稼

ぐ

力

」

を

高

め

、

「

強

い

中

小

企

業

」

へ

と

成

長

す

る

こ

と

が

重

要

と

し

た

。

中

小

企

業

等

の

現

状

・

課

題

、

必

要

な

取

組

、

重

要

と

な

る

取

組

例

、

支

援

機

関

に

よ

る

支

援

の

現

状

・

課

題

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

等

に

必

要

と

な

る

取

組

と

し

て

は

、

①

成

長

や

変

革

に

挑

戦

す

る

「

稼

ぐ

力

」

の

強

化

を

実

現

す

る

取

組

、

②

経

営

力

の

土

台

と

な

る

「

経

営

リ

テ

ラ

シ

ー

」

の

強

化

・

実

践

と

し

た

。

　

①

で

は

、

短

期

的

損

益

を

追

う

の

で

は

な

く

、

リ

ス

ク

を

と

っ

て

成

長

投

資

や

新

た

な

成

長

分

野

へ

の

挑

戦

、

Ｍ

＆

Ａ

に

よ

る

事

業

・

組

織

構

造

の

組

替

え

を

決

断

で

き

る

経

営

力

、

Ａ

Ｉ

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

（

Ａ

Ｘ

）

の

実

現

が

重

要

と

し

た

。

②

で

は

、

経

営

力

の

向

上

に

向

け

て

、

原

価

管

理

や

従

業

員

の

労

務

管

理

と

い

っ

た

、

経

営

者

が

持

つ

べ

き

「

経

営

リ

テ

ラ

シ

ー

」

の

強

化

・

実

践

が

重

要

と

し

た

。

　

支

援

機

関

に

つ

い

て

は

、

中

小

企

業

の

稼

ぐ

力

の

強

化

、

経

営

リ

テ

ラ

シ

ー

の

強

化

・

実

践

の

た

め

に

は

、

事

業

者

の

ニ

ー

ズ

に

応

じ

た

支

援

機

関

に

よ

る

経

営

支

援

が

重

要

で

あ

り

、

経

営

支

援

に

当

た

っ

て

は

、

支

援

機

関

に

お

け

る

支

援

能

力

向

上

（

相

談

員

の

能

力

開

発

）

、

支

援

機

関

同

士

の

連

携

な

ど

が

課

題

と

し

た

。

　

国

土

交

通

省

は

こ

の

ほ

ど

、

低

未

利

用

土

地

の

利

活

用

促

進

に

向

け

た

長

期

譲

渡

所

得

１

０

０

万

円

控

除

制

度

の

利

用

状

況

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

令

和

６

年

の

自

治

体

に

よ

る

低

未

利

用

土

地

等

確

認

書

の

交

付

実

績

は

前

年

比

５

・

８

％

増

の

４

８

１

７

件

だ

っ

た

。

確

認

書

は

、

同

制

度

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

必

要

で

、

確

定

申

告

に

お

け

る

添

付

書

類

と

な

っ

て

い

る

。

　

確

認

書

は

、

す

べ

て

の

都

道

府

県

で

交

付

実

績

が

あ

り

、

平

均

し

て

約

１

０

２

件

、

１

件

当

た

り

の

譲

渡

の

対

価

の

額

（

土

地

と

上

物

の

合

計

）

は

平

均

３

０

３

万

円

（

前

年

は

２

７

８

万

円

）

と

な

っ

て

い

る

。

都

道

府

県

別

の

確

認

書

の

交

付

数

上

位

は

、

茨

城

県

が

２

８

４

件

、

北

海

道

が

２

２

４

件

、

岐

阜

県

が

２

２

４

件

の

順

。

ま

た

、

譲

渡

前

の

低

未

利

用

土

地

等

の

状

態

は

空

き

地

が

�

・

６

％

、

空

き

家

が

�

・

９

％

と

大

半

を

占

め

て

お

り

、

譲

渡

後

の

利

用

用

途

は

�

・

１

％

が

住

宅

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

制

度

は

２

年

７

月

か

ら

か

ら

始

ま

っ

て

お

り

、

各

年

の

確

認

書

の

交

付

数

は

表

の

と

お

り

。

な

お

、

５

年

１

月

か

ら

は

同

制

度

の

対

象

が

拡

充

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

確

認

書

は

、

申

請

の

あ

っ

た

土

地

等

に

つ

い

て

、

都

市

計

画

区

域

内

の

低

未

利

用

土

地

等

で

あ

る

こ

と

な

ど

に

つ

い

て

確

認

し

て

自

治

体

が

発

行

す

る

も

の

で

あ

り

、

確

認

書

の

交

付

後

、

他

の

要

件

を

満

た

さ

ず

、

適

用

に

な

ら

な

い

こ

と

も

あ

り

得

る

た

め

、

税

制

特

例

措

置

の

適

用

件

数

と

は

一

致

し

な

い

可

能

性

が

あ

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

本

紙

の

発

行

と

電

子

版

で

の

本

紙

の

配

信

は

月

曜

日

で

す

（

休

刊

を

除

く

）

。

電

子

版

で

は

、

本

紙

の

記

事

の

一

部

を

先

取

り

し

て

、

原

則

、

本

紙

の

発

行

日

・

配

信

日

で

あ

る

月

曜

日

の

３

日

前

と

な

る

金

曜

日

に

配

信

し

ま

す

。

配

信

時

間

は

�

時

以

降

と

な

り

ま

す

。

　

気

に

な

る

記

事

や

あ

と

で

読

み

た

い

記

事

を

「

Ｍ

ｙ

Ｃ

ｌ

ｉ

ｐ

」

に

保

存

で

き

ま

す

。

記

事

は

１

０

０

件

ま

で

保

存

が

可

能

で

、

削

除

も

で

き

ま

す

。

記

事

ペ

ー

ジ

の

上

部

に

あ

る

「

後

で

読

む

Ｍ

ｙ

Ｃ

ｌ

ｉ

ｐ

」

の

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

、

そ

の

記

事

が

保

存

さ

れ

ま

す

。

　

本

紙

の

記

事

は

、

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

に

よ

り

、

紙

面

の

形

の

ま

ま

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

写

真

等

は

カ

ラ

ー

で

の

表

示

と

な

り

、

印

刷

す

る

こ

と

も

可

能

で

す

。

な

お

、

令

和

６

年

２

月

�

日

号

以

前

の

発

行

号

は

、

電

子

ブ

ッ

ク

形

式

で

の

閲

覧

と

な

り

ま

す

。

　

過

去

の

記

事

を

検

索

・

閲

覧

で

き

ま

す

。

本

紙

の

ニ

ュ

ー

ス

記

事

は

平

成

�

年

１

月

か

ら

収

録

し

て

い

ま

す

。

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

や

タ

ブ

レ

ッ

ト

で

の

閲

覧

も

可

能

で

す

。

ま

た

、

記

事

の

下

に

は

関

連

記

事

の

見

出

し

が

表

示

さ

れ

、

す

ぐ

に

関

連

記

事

を

閲

覧

で

き

ま

す

。

　

一

部

の

判

決

・

裁

決

で

は

、

本

紙

よ

り

多

く

の

情

報

を

盛

り

込

ん

だ

「

詳

細

版

」

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

該

当

記

事

の

ペ

ー

ジ

上

部

に

あ

る

紫

色

の

詳

細

版

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

閲

覧

で

き

ま

す

。

通

常

版

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

本

紙

記

事

に

戻

り

ま

す

。

　

判

決

や

裁

決

の

記

事

で

、

同

一

事

案

の

判

決

や

裁

決

の

記

事

を

掲

載

し

て

い

る

場

合

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

記

事

が

す

ぐ

に

閲

覧

で

き

る

よ

う

に

リ

ン

ク

を

表

示

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

最

新

の

地

裁

判

決

と

高

裁

判

決

の

記

事

に

は

、

電

子

版

の

み

事

件

番

号

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

　

電

子

版

独

自

の

記

事

を

配

信

し

ま

す

。

「

速

報

ニ

ュ

ー

ス

」

や

「

判

決

速

報

」

で

は

、

本

紙

よ

り

も

早

く

、

重

要

な

情

報

や

注

目

の

判

決

の

記

事

を

お

届

け

し

ま

す

。

「

調

査

事

例

」

で

は

、

当

局

の

法

人

税

や

所

得

税

、

相

続

税

な

ど

に

お

け

る

調

査

事

例

を

配

信

し

て

お

り

、

一

部

の

調

査

事

例

で

は

、

事

例

を

分

か

り

や

す

く

図

解

で

示

し

た

〝

ポ

ン

チ

絵

〟

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

本

紙

に

掲

載

さ

れ

て

い

な

い

「

非

公

開

裁

決

（

本

紙

未

掲

載

）

」

と

「

査

察

事

件

の

告

発

事

案

」

も

配

信

し

て

い

ま

す

。

　税のしるべ電子版は、本紙の購読者ならどなたでも簡単な利用登

録をするだけでご利用いただけます。電子版には、本紙にはない魅

力がたくさんあります。例えば、本紙には掲載されていない電子版

独自の記事や速報ニュース、電子版限定の連載などが閲覧できます。

また、判決や裁決の記事等で、本紙よりも詳細な内容を盛り込んだ

「詳細版」の掲載、同一事案の判決と裁決のリンク、関

連記事の表示や資料へのリンクなど、電子版だからでき

る機能があります。ここでは、電子版の主なコンテンツ

や機能を紹介します。

＜弊会からの郵送にて購読している方＞

　弊会ホームページまたは税のしるべ電子

版のトップページにある、電子版利用登録

フォームにアクセスし、ＩＤとパスワード

を登録するとご利用いただけます。ＩＤは、

本紙送付時の宛名右下に記載の７桁の数字

（顧客コード）となります。

＜新聞販売店からの配達にて購読している方＞

　電子版利用登録についてご説明させてい

ただきますので、弊会販売管理部（℡�―

３８２９―４１４３）までご連絡をお願いいたしま

す。

　弊会ホームページまたは税のしるべ電子

版から定期刊行物年間購読フォームにアク

セスしていただき、本紙のご購読をお申し

込みください（メールアドレス必須）。

　購読料の請求書送付時にＩＤと仮パスワ

ードをお知らせいたします。仮パスワード

は電子版のログイン画面より任意でご変更

いただけます。

電子版掲載裁決アクセスランキング

電子版では、これまでに１０００件を超える国税不服審判所の公

表裁決、非公開裁決を掲載しております。電子版に掲載され

ている公表裁決、非公開裁決のうち、昨年�月１日から今年

３月末までのアクセス数上位�件は以下のとおりです。

概要 掲載日

１

請求人の事業収入は極めて少額で事業の稼働実

態はほぼなし、青色事業専従者給与等を認めず

（非公開）

令和７年

�月�日

２

売買契約書に記載された土地・建物の各売買価

額の配分は著しく不合理として認めず（非公開）

令和８年

１月�日

３

額面金額で譲り受けた非上場株式の譲受価額は

「著しく低い価額の対価」に該当（非公開）

令和７年

�月�日

４

腕時計などを広告宣伝費に計上も、客観的にみ

て宣伝的効果の意図なし（非公開）

令和８年

３月９日

５

被相続人と内縁関係の請求人が取得した預金等

は遺贈により取得したとは認められない、不動

産等は遺言書に記載（非公開）

令和７年

�月３日

６

接待交際費として必要経費に算入した支出は客

観的証拠の提出なく必要経費に該当しない（非

公開）

令和７年

９月�日

７

特定記録郵便で発送された処分の通知書は配達

完了の記録がされた日が送達日（公表）

令和５年

�月４日

８

請求人が子会社等にした債権放棄の額は寄附金

の額に該当、債権放棄に相当の理由なし（非公

開）

令和７年

�月８日

９

相続した土地がごみ集積所に隣接していると評

価減を主張も認めず（非公開）

令和７年

�月�日

�

工具等の購入のため支出したとする金員はみな

し役員に対する給与、貸付金であるなどの主張

認めず（非公開）

令和７年

�月�日

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　３割特例は、個人事業者の令和９年分及び�年分の申告をも

って終了しますから、令和�年分からは一般課税又は簡易課税

により申告をする必要があります。

　一般課税で申告する場合に、仕入れに係る消費税額を控除す

るためには、個々の仕入れについて仕入税額控除の対象となる

かどうかを判断し、一定の事項を記載した帳簿とインボイス等

を保存しなければなりません。

　一方、簡易課税で申告する場合には、実際に行った課税仕入

れを考慮せずに、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を

乗じて計算した金額が仕入れに係る消費税額とみなされます。

　３割特例により控除することができる税額（特別控除税額）

は、簡易課税において、みなし仕入率を７割とした場合の計算

と同じになる仕組みとなっています。

　このため、３割特例の適用を受けた個人事業者は、一般課税

ではなく、簡易課税に移行することになると思われます。

　簡易課税の適用を受けるには、原則として、適用を受けよう

とする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」

（以下「届出書」といいます。）を提出する必要がありますが

（消法�①）、３割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間

に簡易課税の適用を受けようとする場合には、その翌課税期間

の申告期限までに届出書を提出することで、その翌課税期間に

ついて簡易課税の適用を受けることができます（�年改正法附

則�の３⑤、以下「提出期間の特例」といいます。）。

　したがって、令和�年分を３割特例により申告した個人事業

者が令和�年分について簡易課税の適用を受けようとする場合

には、令和�年分の申告期限である令和�年４月１日（３月�

日が日曜日のため）までに届出書を提出する必要があります。

　この提出期間の特例は、２割特例から簡易課税へ移行すると

きにも適用がありますから、令和７年分を２割特例で申告した

個人事業者は、令和９年３月�日までに届出書を提出すれば令

和８年分に簡易課税の適用を受けることができます。

　ただし、２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、

令和８年９月�日以前に終了する課税期間である場合は、適用

を受けようとする課税期間中に届出書を提出する必要がありま

す（改正前の�年改正法附則�の２⑥）。

　なお、例えば、個人事業者が令和７年分に２割特例の適用を

受け、令和８年分を一般課税で申告した場合には、令和９年分

は２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間ではありませ

んから、提出期間の特例の適用はありません。この場合に、令

和９年分について簡易課税の適用を受けたい場合には、原則ど

おり、令和８年�月�日までに届出書を提出する必要がありま

す。

　

法

人

税

法

�

条

２

項

は

、

「

内

国

法

人

が

そ

の

役

員

に

対

し

て

支

給

す

る

給

与

（

〈

略

〉

）

の

額

の

う

ち

不

相

当

に

高

額

な

部

分

と

し

て

政

令

で

定

め

る

金

額

は

、

そ

の

内

国

法

人

の

各

事

業

年

度

の

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

損

金

の

額

に

算

入

し

な

い

。

」

と

定

め

、

法

人

税

法

施

行

令

�

条

２

号

は

、

退

職

給

与

の

相

当

額

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

定

め

て

い

る

。

　

「

当

該

役

員

の

そ

の

内

国

法

人

の

業

務

に

従

事

し

た

期

間

、

そ

の

退

職

の

事

情

、

そ

の

内

国

法

人

と

同

様

の

事

業

を

営

む

法

人

で

そ

の

事

業

規

模

が

類

似

す

る

も

の

の

役

員

に

対

す

る

退

職

給

与

の

支

給

の

状

況

等

に

照

ら

し

、

そ

の

退

職

し

た

役

員

に

対

す

る

退

職

給

与

と

し

て

相

当

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

金

額

」

　

こ

の

よ

う

な

法

令

の

規

定

の

中

で

、

課

税

の

実

務

で

は

、

専

ら

類

似

法

人

の

支

給

状

況

と

比

較

し

て

役

員

退

職

給

与

の

「

相

当

性

」

の

判

断

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

も

、

類

似

法

人

に

お

け

る

平

均

功

績

倍

率

法

が

最

も

多

用

さ

れ

て

い

る

。

功

績

倍

率

法

と

は

、

退

職

役

員

の

最

終

報

酬

月

額

に

勤

務

年

数

を

乗

じ

た

金

額

に

一

定

の

倍

率

（

功

績

倍

率

）

で

乗

じ

、

当

該

退

職

給

与

の

相

当

額

を

算

定

す

る

方

法

で

あ

る

が

、

類

似

法

人

に

お

け

る

功

績

倍

率

の

平

均

値

を

採

用

す

る

の

が

、

平

均

功

績

倍

率

法

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

要

す

る

に

、

類

似

法

人

に

お

け

る

平

均

的

な

退

職

給

与

額

を

「

相

当

額

」

と

認

定

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

平

均

功

績

倍

率

法

は

、

滅

私

奉

公

的

に

自

己

の

役

員

報

酬

を

減

ら

し

て

ま

で

も

会

社

に

貢

献

し

た

役

員

に

対

す

る

も

の

と

し

て

は

極

め

て

不

適

切

で

あ

る

な

ど

、

多

く

の

欠

点

は

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

が

多

用

さ

れ

る

こ

と

に

貢

献

し

た

最

高

裁

判

決

と

し

て

、

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

　

す

な

わ

ち

、

東

京

地

裁

昭

和

�

年

６

月

�

日

判

決

、

東

京

高

裁

昭

和

�

年

１

月

�

日

判

決

及

び

最

高

裁

昭

和

�

年

２

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

会

社

が

創

業

者

で

あ

る

代

表

取

締

役

の

退

任

に

当

た

り

、

最

終

報

酬

月

額

に

勤

務

年

数

２

年

５

月

と

功

績

倍

率

３

・

０

を

乗

じ

て

、

６

５

０

万

円

の

退

職

給

与

を

支

給

し

た

こ

と

に

対

し

、

所

轄

税

務

署

長

が

類

似

法

人

３

社

の

平

均

功

績

倍

率

２

・

１

を

適

用

し

た

４

８

０

万

円

が

相

当

額

で

あ

る

と

し

た

課

税

処

分

の

適

否

が

争

わ

れ

た

。

　

一

審

の

東

京

地

裁

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

、

当

該

課

税

処

分

を

取

り

消

し

た

。

　

「

（

法

人

税

法

関

係

法

令

）

は

、

実

態

に

即

し

た

適

正

な

課

税

と

租

税

負

担

の

公

平

を

期

す

る

見

地

か

ら

、

法

人

の

行

為

計

算

の

み

に

と

ら

わ

れ

る

こ

と

な

く

、

そ

の

合

理

性

の

検

討

に

つ

い

て

特

に

注

意

を

喚

起

し

よ

う

と

す

る

に

と

ど

ま

り

、

当

該

事

業

の

特

殊

事

情

を

す

べ

て

捨

象

し

て

同

業

種

・

同

規

模

の

他

の

会

社

の

右

給

与

の

支

給

額

を

超

え

る

部

分

の

損

金

算

入

を

す

べ

て

否

定

し

よ

う

と

す

る

趣

旨

に

出

た

も

の

で

は

な

い

。

＜

中

略

。

所

轄

税

務

署

長

が

当

初

選

定

し

た

一

一

社

の

支

給

状

況

を

勘

案

し

た

上

で

＞

会

社

が

退

職

役

員

の

功

績

倍

率

を

３

・

０

と

定

め

た

こ

と

が

、

同

業

種

・

同

規

模

の

法

人

の

役

員

に

対

す

る

退

職

給

与

の

支

給

状

況

に

照

ら

し

て

、

不

相

当

に

失

す

る

も

の

と

は

認

め

が

た

い

」

　

と

こ

ろ

が

、

控

訴

審

の

東

京

高

裁

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

、

原

判

決

を

取

り

消

し

、

上

告

審

の

最

高

裁

判

決

も

、

原

審

の

判

断

に

違

法

は

な

い

旨

判

示

し

た

。

　

「

（

法

人

税

法

関

係

法

令

の

理

由

）

は

、

役

員

に

対

す

る

退

職

金

が

従

業

員

に

対

す

る

退

職

金

と

異

な

り

、

益

金

処

分

た

る

性

質

を

含

ん

で

い

る

こ

と

に

鑑

み

、

右

基

準

に

照

ら

し

一

般

に

相

当

と

認

め

ら

れ

る

金

額

に

か

ぎ

り

収

益

を

得

る

た

め

に

必

要

な

経

費

と

し

て

損

金

算

入

を

認

め

、

右

金

額

を

超

え

る

部

分

は

益

金

処

分

と

し

て

損

金

算

入

を

認

め

な

い

趣

旨

と

解

さ

れ

る

。

＜

中

略

＞

（

所

轄

税

務

署

が

選

定

し

た

類

似

法

人

の

）

平

均

功

績

倍

率

を

も

っ

て

本

件

退

職

金

の

相

当

性

を

判

断

す

る

基

準

と

し

た

こ

と

は

、

過

大

役

員

退

職

金

の

損

金

不

算

入

を

定

め

た

前

記

法

令

の

趣

旨

に

合

致

す

る

合

理

的

な

も

の

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

以

上

の

よ

う

に

、

東

京

地

裁

判

決

と

東

京

高

裁

判

決

及

び

最

高

裁

判

決

を

対

比

し

た

場

合

に

は

、

そ

も

そ

も

役

員

報

酬

は

年

次

給

与

で

あ

れ

退

職

給

与

で

あ

れ

、

経

営

手

腕

の

違

い

と

い

う

極

め

て

個

別

性

の

強

い

も

の

で

あ

る

た

め

、

前

者

の

よ

う

な

考

え

方

が

で

き

な

い

も

の

か

と

残

念

に

思

わ

れ

る

。

そ

れ

に

、

類

似

法

人

の

平

均

値

を

採

用

す

る

こ

と

は

、

そ

れ

を

上

回

る

も

の

の

損

金

算

入

が

否

定

さ

れ

、

当

該

平

均

値

が

限

り

な

く

零

に

近

づ

く

と

い

う

、

論

理

的

に

も

首

肯

し

難

い

問

題

が

あ

る

こ

と

に

も

、

是

非

理

解

し

て

頂

き

た

い

も

の

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

法

人

税

を

初

歩

か

ら

理

解

す

る

た

め

、

中

小

企

業

の

経

営

者

、

経

理

担

当

者

の

皆

様

に

知

っ

て

お

い

て

い

た

だ

き

た

い

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

を

、

図

・

表

、

イ

ラ

ス

ト

を

使

い

平

易

に

解

説

。

　

「

中

小

企

業

者

等

が

特

定

経

営

力

向

上

設

備

等

を

取

得

し

た

場

合

の

特

別

償

却

」

、

「

賃

上

げ

促

進

税

制

」

や

「

防

衛

特

別

法

人

税

」

な

ど

、

前

回

版

（

令

和

６

年

版

）

以

降

の

改

正

に

対

応

。

　

「

売

上

の

収

益

計

上

時

期

」

「

短

期

前

払

費

用

の

取

扱

い

」

「

増

築

し

た

建

物

の

減

価

償

却

の

方

法

」

「

一

括

償

却

資

産

の

損

金

算

入

限

度

額

」

「

使

用

人

兼

務

役

員

が

常

務

に

昇

格

し

た

こ

と

に

伴

い

支

給

す

る

退

職

金

」

「

使

用

人

賞

与

の

損

金

算

入

時

期

」

「

親

会

社

に

対

す

る

内

容

不

明

の

負

担

金

」

「

仕

入

先

を

紹

介

し

て

も

ら

っ

た

場

合

の

仲

介

手

数

料

」

「

上

場

有

価

証

券

の

著

し

い

価

額

の

低

下

」

「

役

員

の

個

人

的

動

機

に

基

づ

く

貸

付

金

の

貸

倒

れ

」

な

ど

の

問

い

を

収

録

。

　

巻

末

に

は

、

「

大

胆

な

設

備

投

資

の

促

進

に

向

け

た

税

制

措

置

の

創

設

」

を

は

じ

め

と

し

た

令

和

８

年

度

税

制

改

正

の

概

要

（

法

人

税

等

関

係

）

を

収

録

。

　

中

小

企

業

の

税

制

優

遇

措

置

等

を

最

新

の

法

令

に

よ

り

わ

か

り

や

す

く

解

説

し

た

実

務

書

。

　

Ｂ

５

判

、

２

８

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

１

７

６

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

原

処

分

庁

が

行

う

配

当

処

分

に

よ

る

配

当

権

者

に

は

該

当

し

な

い

と

し

て

も

、

当

該

配

当

処

分

に

係

る

差

押

債

権

は

自

ら

に

帰

属

す

る

旨

主

張

す

る

第

三

者

は

、

当

該

債

権

に

係

る

換

価

代

金

等

の

交

付

が

終

了

し

た

後

に

お

い

て

も

、

審

査

請

求

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

、

納

税

者

Ｌ

社

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

差

し

押

さ

え

た

債

権

を

取

り

立

て

、

そ

の

換

価

代

金

等

の

配

当

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

審

査

請

求

人

が

、

当

該

債

権

は

自

己

に

帰

属

す

る

か

ら

、

当

該

債

権

に

対

す

る

差

押

え

は

違

法

で

あ

り

、

そ

れ

に

基

づ

い

て

さ

れ

た

換

価

代

金

等

の

配

当

処

分

も

違

法

で

あ

る

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

換

価

さ

れ

た

財

産

が

滞

納

者

に

帰

属

し

て

い

た

こ

と

を

前

提

に

し

て

配

当

処

分

が

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

、

同

処

分

の

対

象

と

な

っ

た

財

産

が

仮

に

第

三

者

に

帰

属

し

て

い

た

場

合

、

当

該

配

当

処

分

は

違

法

で

あ

り

、

第

三

者

の

基

本

的

権

利

で

あ

る

財

産

権

を

直

接

的

に

侵

害

し

て

い

る

こ

と

と

な

る

か

ら

、

処

分

の

名

宛

人

で

は

な

い

第

三

者

で

あ

っ

て

も

国

税

通

則

法

第

�

条

《

国

税

に

関

す

る

処

分

に

つ

い

て

の

不

服

申

立

て

》

第

１

項

に

規

定

す

る

「

不

服

が

あ

る

者

」

に

当

た

り

、

換

価

代

金

等

の

交

付

が

終

了

し

た

後

に

お

い

て

も

不

服

申

立

て

の

利

益

が

認

め

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

当

該

債

権

は

、

請

求

人

と

第

三

債

務

者

と

の

間

で

成

立

し

た

と

認

め

ら

れ

る

売

買

契

約

に

基

づ

い

て

発

生

し

た

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

当

該

配

当

処

分

は

、

滞

納

者

に

帰

属

し

な

い

財

産

を

換

価

し

た

代

金

等

を

配

当

し

た

も

の

で

あ

る

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

を

取

り

消

し

た

（

令

和

７

年

７

月

３

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

　

請

求

人

は

、

令

和

〇

年

に

設

立

さ

れ

た

、

薬

局

の

経

営

、

医

薬

品

の

販

売

等

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

り

、

代

表

取

締

役

に

は

設

立

以

降

、

Ｊ

が

就

任

し

て

い

る

。

納

税

者

Ｌ

社

（

本

件

滞

納

法

人

）

は

、

昭

和

〇

年

に

設

立

さ

れ

た

、

薬

局

の

経

営

、

医

薬

品

の

販

売

等

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

り

、

代

表

取

締

役

に

は

平

成

�

年

９

月

〇

日

以

降

、

Ｍ

が

就

任

し

て

い

る

。

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

原

処

分

庁

所

属

の

徴

収

職

員

（

本

件

徴

収

職

員

）

は

、

本

件

滞

納

法

人

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

徴

収

法

第

�

条

《

差

押

え

の

手

続

及

び

効

力

発

生

時

期

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

滞

納

法

人

が

Ｎ

社

（

本

件

第

三

債

務

者

）

に

対

し

て

、

令

和

６

年

４

月

〇

日

か

ら

同

月

〇

日

ま

で

の

医

薬

品

の

販

売

代

金

（

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

を

含

む

）

の

支

払

請

求

権

（

本

件

債

権

。

た

だ

し

、

本

件

債

権

の

帰

属

に

は

争

い

が

あ

る

）

を

有

す

る

と

し

て

、

６

年

５

月

�

日

、

債

権

差

押

通

知

書

を

本

件

第

三

債

務

者

に

対

し

て

送

達

し

、

本

件

債

権

を

差

し

押

さ

え

た

。

　

本

件

徴

収

職

員

は

、

６

年

７

月

�

日

、

徴

収

法

第

�

条

《

差

し

押

さ

え

た

債

権

の

取

立

》

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

第

三

債

務

者

か

ら

本

件

債

権

の

全

額

を

取

り

立

て

、

そ

の

給

付

を

受

け

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

６

年

７

月

�

日

付

で

、

当

該

取

り

立

て

の

金

銭

を

配

当

す

る

た

め

、

徴

収

法

第

１

３

１

条

《

配

当

計

算

書

》

の

規

定

に

基

づ

き

、

原

処

分

庁

へ

の

配

当

金

額

を

〇

〇

〇

〇

円

、

本

件

滞

納

法

人

に

交

付

す

べ

き

残

余

金

を

零

円

、

換

価

代

金

等

の

交

付

期

日

を

同

年

８

月

５

日

午

前

�

時

な

ど

と

す

る

配

当

計

算

書

を

作

成

し

、

同

年

７

月

�

日

、

本

件

滞

納

法

人

に

対

し

、

当

該

配

当

計

算

書

の

謄

本

を

発

送

し

た

（

本

件

配

当

処

分

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

配

当

処

分

を

不

服

と

し

て

６

年

８

月

２

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

債

権

は

、

本

件

滞

納

法

人

に

帰

属

す

る

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

債

権

が

仮

に

請

求

人

に

帰

属

し

て

い

た

と

す

る

と

、

請

求

人

は

、

本

件

配

当

処

分

に

よ

り

自

己

の

財

産

権

を

侵

害

さ

れ

ま

た

は

必

然

的

に

侵

害

さ

れ

る

お

そ

れ

が

あ

る

者

に

当

た

る

。

ま

た

そ

の

場

合

、

帰

属

を

誤

っ

た

差

押

え

に

よ

っ

て

原

処

分

庁

に

生

じ

た

利

得

を

保

持

す

る

こ

と

自

体

が

請

求

人

の

権

利

を

侵

害

し

て

い

る

状

態

を

継

続

す

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

ず

、

原

処

分

庁

は

当

該

利

得

を

請

求

人

に

交

付

す

る

必

要

が

あ

る

ほ

か

、

請

求

人

は

国

に

対

す

る

不

当

利

得

返

還

請

求

の

前

提

と

し

て

、

本

件

配

当

処

分

の

公

定

力

を

排

除

す

る

必

要

が

あ

る

と

解

す

べ

き

で

あ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

は

、

本

件

配

当

処

分

の

効

力

が

消

滅

し

た

場

合

で

あ

っ

て

も

、

本

件

配

当

処

分

の

取

消

し

に

よ

っ

て

回

復

す

べ

き

法

律

上

の

利

益

を

有

す

る

か

ら

、

本

件

配

当

処

分

に

つ

い

て

、

国

税

通

則

法

第

�

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

不

服

が

あ

る

者

」

に

当

た

る

と

認

め

ら

れ

、

審

査

請

求

は

適

法

で

あ

る

。

　

そ

し

て

、

本

件

第

三

債

務

者

は

、

本

件

滞

納

法

人

に

対

し

て

本

件

商

品

（

６

年

４

月

〇

日

に

本

件

第

三

債

務

者

に

対

し

て

納

品

さ

れ

た

医

薬

品

１

個

）

を

発

注

し

た

認

識

で

あ

っ

た

こ

と

の

ほ

か

、

本

件

第

三

債

務

者

の

経

理

担

当

者

が

買

掛

帳

の

本

件

滞

納

法

人

の

頁

の

取

引

先

名

欄

の

本

件

滞

納

法

人

の

名

称

の

上

に

請

求

人

の

名

称

を

追

記

し

て

い

た

こ

と

を

合

わ

せ

考

え

る

と

、

本

件

第

三

債

務

者

に

は

、

本

件

商

品

の

売

買

契

約

の

相

手

方

に

つ

い

て

民

法

第

�

条

《

錯

誤

》

第

１

項

第

１

号

に

規

定

す

る

錯

誤

が

あ

っ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

し

か

し

、

本

件

第

三

債

務

者

は

、

請

求

人

が

本

件

滞

納

法

人

か

ら

受

け

た

医

薬

品

卸

売

業

に

係

る

業

務

の

移

管

に

つ

い

て

、

本

件

滞

納

法

人

従

業

員

か

ら

説

明

を

受

け

た

後

も

、

同

売

買

契

約

に

つ

き

、

同

号

に

基

づ

く

取

消

し

の

意

思

表

示

を

し

て

お

ら

ず

、

さ

ら

に

、

本

件

商

品

の

納

品

を

受

け

、

納

品

を

受

け

た

本

件

商

品

の

返

品

等

を

行

っ

て

い

な

い

上

、

本

件

徴

収

職

員

に

本

件

債

権

の

全

額

を

給

付

し

た

こ

と

か

ら

、

本

件

第

三

債

務

者

に

お

い

て

民

法

第

１

２

５

条

《

法

定

追

認

》

第

１

号

の

追

認

を

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

た

め

、

同

売

買

契

約

は

有

効

で

あ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

と

本

件

第

三

債

務

者

と

の

間

で

本

件

商

品

の

売

買

契

約

が

成

立

し

た

こ

と

及

び

同

売

買

契

約

が

有

効

で

あ

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

、

同

売

買

契

約

に

よ

っ

て

発

生

し

た

本

件

債

権

は

、

請

求

人

に

帰

属

す

る

か

ら

、

本

件

滞

納

法

人

に

帰

属

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

杉

江

は

、

さ

っ

そ

く

法

人

税

申

告

書

を

確

認

し

た

も

の

の

、

自

動

販

売

機

の

収

入

ら

し

き

勘

定

科

目

や

内

訳

は

見

当

た

ら

な

か

っ

た

。

つ

づ

り

は

や

　

申

告

書

綴

を

カ

バ

ン

に

戻

す

と

、

逸

る

気

持

ち

を

抑

え

、

会

社

の

敷

地

の

外

周

を

ぐ

る

り

と

歩

い

て

み

た

。

　

駅

へ

続

く

大

通

り

に

面

し

た

正

門

脇

に

、

飲

料

自

販

機

が

３

台

、

そ

の

並

び

に

タ

バ

コ

の

自

販

機

が

２

台

。

時

計

回

り

に

歩

い

て

い

お

ぼ

く

と

、

開

発

さ

れ

た

ば

か

り

と

思

し

き

住

宅

地

に

面

し

た

裏

手

に

も

、

青

色

の

飲

料

自

販

機

が

２

台

あ

っ

た

。

自

分

が

買

っ

た

角

の

自

販

機

３

台

を

含

め

れ

ば

、

合

計

�

台

で

あ

る

。

　

杉

江

は

歩

き

始

め

た

地

点

に

戻

り

、

駅

の

方

へ

目

を

や

っ

た

。

　

新

興

住

宅

地

の

開

発

に

周

辺

整

備

が

追

い

つ

い

て

い

な

い

の

か

、

見

え

る

の

は

、

今

で

い

う

「

コ

ン

ビ

ニ

」

ら

し

き

も

の

が

１

軒

と

建

設

中

の

ス

ー

パ

ー

だ

け

だ

っ

た

。

　

入

社

し

た

ば

か

り

の

事

務

員

の

話

で

は

、

こ

の

辺

り

の

住

人

は

、

大

通

り

を

南

へ

下

っ

た

先

の

ス

ー

パ

ー

ま

で

買

い

物

に

行

く

と

い

う

。

会

社

の

敷

地

に

�

台

も

の

自

販

機

が

あ

る

こ

と

も

、

き

っ

と

無

関

係

で

は

あ

る

ま

い

。

　

そ

う

思

う

と

、

杉

江

は

た

し

か

な

足

取

り

で

会

社

の

階

段

を

上

が

っ

て

い

っ

た

。

　

ド

ア

を

開

け

る

と

、

社

長

が

い

た

。

「

外

は

暑

か

っ

た

で

し

ょ

」

　

笑

み

を

浮

か

べ

、

社

長

は

ポ

ッ

ト

か

ら

麦

茶

を

注

ぐ

と

、

座

し

た

杉

江

に

勧

め

た

。

「

ど

う

も

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

す

」

た

い

じ

　

一

礼

す

る

と

、

杉

江

は

対

峙

し

た

社

長

に

、

「

こ

の

辺

り

に

は

、

新

築

の

住

宅

が

た

く

さ

ん

建

っ

て

い

ま

す

ね

」

「

え

え

。

う

ち

は

ず

っ

と

こ

こ

で

す

が

、

以

前

は

見

渡

す

か

ぎ

り

畑

や

空

き

地

で

し

た

わ

。

そ

れ

が

今

や

、

彩

り

豊

か

な

街

並

み

に

変

貌

を

遂

げ

、

隔

世

の

感

が

あ

り

ま

す

な

」

「

開

発

は

、

い

つ

ぐ

ら

い

か

ら

で

す

か

」

「

そ

う

…

…

」

　

社

長

は

天

井

を

見

上

げ

て

か

ら

、

「

６

年

ほ

ど

前

か

ら

で

す

か

な

。

最

初

は

、

会

社

の

前

の

道

を

川

の

方

へ

下

っ

た

、

駅

か

ら

だ

と

、

ど

う

に

か

歩

い

て

い

け

る

辺

り

か

ら

徐

々

に

進

み

、

こ

の

一

帯

に

建

売

が

建

っ

た

の

は

、

こ

の

１

年

ほ

ど

で

す

か

な

」

「

な

る

ほ

ど

」

出

さ

れ

た

麦

茶

を

ひ

と

口

、

口

に

す

る

と

杉

江

は

、

「

ひ

と

つ

確

認

し

た

い

の

で

す

が

、

会

社

の

周

り

に

自

販

機

が

あ

る

じ

ゃ

な

い

で

す

か

。

あ

れ

は

会

社

の

も

の

で

す

か

」

　

社

長

は

、

ハ

ッ

と

し

た

口

の

形

の

ま

ま

、

声

を

発

せ

ず

目

を

見

開

い

た

。

　

や

が

て

、

池

の

水

面

に

浮

か

び

出

た

鯉

の

如

く

、

口

を

パ

ク

パ

ク

と

さ

せ

た

。

そ

し

て

喉

仏

が

、

大

き

く

一

度

上

下

し

た

。

　

そ

の

時

だ

っ

た

―

―

。

　

杉

江

に

は

、

目

の

前

の

社

長

が

、

教

え

子

に

や

り

込

め

ら

れ

、

無

言

の

ま

ま

で

い

る

自

分

の

父

親

の

姿

と

重

な

っ

て

見

え

た

の

で

あ

っ

た

。

「

会

社

の

敷

地

内

に

あ

る

の

で

す

か

ら

、

普

通

に

考

え

れ

ば

、

会

社

の

物

で

す

よ

ね

？

」

「

…

…

」

　

ゆ

っ

く

り

と

�

を

数

え

る

ほ

ど

の

後

、

「

こ

の

通

り

で

す

。

申

し

訳

あ

り

ま

せ

ん

」

　

社

長

は

深

々

と

頭

を

下

げ

た

。

　

禿

げ

上

が

っ

た

頭

の

て

っ

ぺ

ん

が

、

蛍

光

灯

の

光

を

受

け

鈍

く

光

っ

て

見

え

た

。

　

杉

江

の

胸

の

内

に

、

ボ

ッ

と

火

が

点

い

た

。

　

込

み

上

げ

て

く

る

何

か

が

あ

っ

た

。

「

い

き

な

り

謝

ら

れ

て

も

分

か

り

ま

せ

ん

よ

。

社

長

さ

ん

、

私

が

分

か

る

よ

う

に

説

明

し

て

も

ら

え

ま

せ

ん

か

」

　

少

し

顔

を

上

げ

た

社

長

が

、

眉

根

を

寄

せ

、

「

自

販

機

の

収

入

は

、

ど

こ

に

も

計

上

し

て

い

ま

せ

ん

。

す

み

ま

せ

ん

…

…

」

う

つ

む

　

細

い

声

で

告

げ

る

と

、

再

び

俯

い

た

。

　

―

―

ど

う

し

て

？

　

ど

う

し

て

な

ん

だ

?!

た

ぎ

　

血

が

、

い

っ

き

に

滾

っ

た

。

「

先

生

と

も

あ

ろ

う

人

が

、

そ

ん

な

こ

と

を

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

し

て

、

恥

ず

か

し

く

な

い

の

で

す

か

」

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　

言

っ

て

す

ぐ

に

、

自

分

の

言

葉

に

杉

江

自

身

が

驚

い

た

。

だ

が

そ

れ

も

―

―

、

　

す

べ

て

は

、

あ

と

の

祭

り

。

　

社

長

は

顔

を

わ

ず

か

に

上

げ

る

と

、

上

目

遣

い

の

ま

ま

杉

江

を

じ

っ

と

見

据

え

た

。

　

そ

し

て

、

唇

を

ぐ

っ

と

一

度

噛

み

し

め

る

と

、

何

か

を

押

し

殺

し

、

喉

元

か

ら

乾

い

た

声

を

発

し

た

。

「

お

っ

し

ゃ

る

通

り

で

す

。

面

目

な

い

か

ぎ

り

で

す

…

…

」

こ

わ

ば

　

社

長

は

か

ら

だ

を

強

張

ら

せ

、

テ

ー

ブ

ル

の

上

に

置

い

た

２

つ

の

拳

を

ぐ

ぐ

っ

と

握

り

し

め

た

。

う

な

　

エ

ア

コ

ン

が

、

鈍

く

唸

る

音

を

増

し

た

。

【信託期間中の課税関係】

　＜所得税＞公益信託の信託財産につき生ずる所得に

ついては、所得税は非課税（所法�②）であり、信託

財産に生ずる利子、配当に係る源泉所得税も含めて非

課税であることは、新公益信託でも変わらない。　

　＜法人税＞従来、特定公益信託については、受益者

課税の定めから除外され（旧法法�①ただし書き）、

法人が受託者の場合、信託財産に帰せられる所得に対

して受託者には課税しないとされ（旧法法�③）、委

託者・受託者の段階では課税されなかった。しかし、

特定公益信託以外の信託については、委託者課税の扱

いとなっていた（旧法法附則�の３）。

　公益信託法の改正に伴い法人税では公益信託が一括

りの扱いとなった。すなわち新公益信託は、受益者課税

の定めから除外され（法法�①ただし書き）、法人が受

託者の場合受託者に課税されない（法法�③）ことにな

り、委託者・受託者の段階では課税されないこととなっ

た。そのため、特定公益信託以外の公益信託について

の取扱いの定め（旧法法附則�の３）は廃止された。

【受給者が受給したときの課税関係】

　＜受給者が個人＞従来、公益信託は委託者が信託財

産を有するものと取り扱われていたため、受給者（個

人）が給付を受けた場合、委託者が個人のときは贈与

税が（旧相法附則�、相法９の２）、委託者が法人の

ときは、原則所得税が課された（所法�）。しかし、

贈与税は特定公益信託で財務大臣が指定する学資支給

を目的とするもの等からの交付金品には課税されず

（旧相法�の３①四）、所得税も学資支給や災害義援

金等非課税所得に該当するもの（所法９①十五等）は

非課税となった。

　新公益信託については、公益信託から給付を受けた

財産は、贈与税が非課税とされ（相法�の３①一）、

所得税の非課税所得である「相続、遺贈又は贈与によ

り取得するもの」から除かれた（所法９①十七）。そ

の結果、受給者が個人の場合、受託者が個人・法人に

かかわらず、学資の支給等非課税所得に該当するもの

を除き、所得税の課税対象となる整理となった。

　＜受給者が法人＞受給者が法人の場合は、公益信託

の給付金は法人税の課税対象となり、公益法人等につ

いては、収益事業に係るものを除き法人税は課されな

い（法４①ただし書き）という扱いは、従来と変わらない。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　東京・玉川優申会（阿

部友太郎会長）は４月�

日、二子玉川エクセルホ

テル東急で、同会が制作

したイータ君着ぐるみの

完成披露を行い、玉川税

務署（飯田浩二署長）に

貸与した。

　貸与式とイータ君のお

披露目は、同会の定期総

会において行われ、阿部

会長が飯田署長に目録を

手渡した＝写真。

　阿部会長は、「税務署や税務協力団体が行う広報活

動などで、イータ君の着ぐるみが不足しているとのこ

とで制作しました。こうした着ぐるみ制作が、全国的

に広がるきっかけになればと思います。イータ君は集

客に大変効果的ですので、これからの広報活動に大い

に役立てていただきたい」と話し、今後、同署管内で

行われるさまざまなイベントにおいてイータ君の着ぐ

るみが活躍することとなる。

　イータ君着ぐるみの貸与を受けた飯田署長は、「イ

ータ君の着ぐるみを最大限活用し、施策の周知・広報

を一層推進してまいります」と感謝の意を伝えた。

　

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

近

藤

忠

夫

会

長

）

は

４

月

�

日

、

東

京

・

新

橋

駅

の

Ｓ

Ｌ

広

場

前

で

、

創

立

�

周

年

記

念

行

事

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

来

賓

に

は

、

東

京

国

税

局

の

小

宮

敦

史

局

長

ら

が

招

か

れ

、

同

局

納

連

傘

下

の

千

葉

県

納

連

、

神

奈

川

県

納

連

、

山

梨

県

納

連

な

ど

も

共

催

と

し

て

参

加

、

総

勢

１

０

０

名

が

出

席

し

た

。

　

式

典

で

は

、

社

会

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

は

、

国

民

・

企

業

の

利

便

性

を

向

上

さ

せ

、

業

務

の

効

率

化

に

資

す

る

も

の

で

あ

り

、

そ

の

推

進

は

私

た

ち

に

と

っ

て

の

共

通

の

課

題

で

あ

る

と

し

て

、

同

局

連

お

よ

び

参

加

納

連

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

さ

ら

な

る

普

及

拡

大

に

向

け

て

、

一

層

取

組

み

を

強

化

し

、

共

同

し

て

推

進

し

て

い

く

決

意

で

あ

る

と

の

「

シ

ン

・

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

共

同

推

進

宣

言

」

を

行

っ

た

。

　

式

典

後

は

街

頭

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

を

実

施

、

そ

の

後

の

第

二

部

で

は

会

場

を

近

く

の

第

一

ホ

テ

ル

東

京

に

移

し

て

祝

賀

会

と

し

て

、

納

貯

法

施

行

�

周

年

と

と

も

に

、

創

立

�

周

年

を

祝

っ

た

。

　

公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

女

性

部

会

連

絡

協

議

会

（

村

上

康

恵

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

さ

い

た

ま

市

内

の

ソ

ニ

ッ

ク

シ

テ

ィ

で

、

女

性

フ

ォ

ー

ラ

ム

埼

玉

大

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

こ

の

女

性

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

、

女

性

部

会

員

の

資

質

向

上

と

情

報

の

共

有

化

に

よ

る

部

会

活

動

の

活

性

化

を

目

的

と

し

、

全

国

各

地

で

毎

年

開

催

し

て

い

る

も

の

。

　

大

会

は

「

彩

の

国

か

ら

輝

く

未

来

へ

～

女

性

が

創

る

新

時

代

～

」

を

大

会

キ

ャ

ッ

チ

フ

レ

ー

ズ

に

開

催

、

全

国

の

法

人

会

女

性

部

会

員

約

１

７

０

０

人

が

一

堂

に

会

し

、

多

数

の

来

賓

が

臨

席

し

た

。

　

大

会

式

典

前

に

行

わ

れ

た

情

報

交

換

会

は

、

地

域

の

特

性

に

応

じ

た

「

食

品

ロ

ス

」

削

減

の

取

組

み

を

推

進

す

る

上

で

、

地

方

自

治

体

等

の

取

組

状

況

を

把

握

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

し

、

セ

ミ

ナ

ー

を

２

部

制

で

開

催

、

全

国

の

女

性

部

会

長

ら

約

�

人

が

熱

心

に

聴

講

し

た

。

セ

ミ

ナ

ー

の

第

１

講

座

で

は

、

さ

い

た

ま

市

環

境

局

資

源

循

環

推

進

部

資

源

循

環

政

策

課

の

山

口

拓

郎

氏

が

、

同

市

で

取

り

組

む

「

食

品

ロ

ス

削

減

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

」

等

に

つ

い

て

詳

細

な

解

説

を

行

っ

た

。

第

２

講

座

で

は

、

「

事

業

者

・

市

民

・

自

治

体

の

連

携

に

よ

る

『

食

品

ロ

ス

削

減

』

に

向

け

て

」

と

題

し

、

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

・

環

境

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー

の

﨑

田

裕

子

氏

が

、

事

業

者

と

自

治

体

が

連

携

し

た

先

進

的

な

取

組

事

例

等

を

含

め

、

「

食

品

ロ

ス

」

削

減

に

つ

い

て

詳

細

に

解

説

し

た

。

　

大

会

式

典

で

は

、

埼

玉

県

内

に

�

あ

る

女

性

部

会

に

よ

る

租

税

教

育

活

動

、

社

会

貢

献

活

動

の

様

子

を

映

像

で

紹

介

す

る

と

と

も

に

、

全

国

の

女

性

部

会

が

租

税

教

育

活

動

の

一

環

と

し

て

取

り

組

ん

で

い

る

、

小

学

生

を

対

象

と

し

た

「

税

に

関

す

る

絵

は

が

き

コ

ン

ク

ー

ル

」

（

平

成

�

年

度

よ

り

国

税

庁

後

援

）

の

令

和

７

年

度

の

全

法

連

女

連

協

会

長

賞

�

作

品

を

ス

ク

リ

ー

ン

で

紹

介

す

る

な

ど

し

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

東

法

人

会

（

中

井

靖

会

長

）

と

札

幌

東

税

務

署

（

廣

田

泰

之

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

と

社

会

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

が

実

現

で

き

る

よ

う

「

源

泉

所

得

税

の

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

利

用

率

１

０

０

％

宣

言

」

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

同

署

で

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

向

上

と

普

及

促

進

に

向

け

て

様

々

な

取

り

組

み

を

進

め

て

い

た

が

、

未

だ

普

及

の

余

地

が

大

き

い

状

況

に

あ

り

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

一

層

の

推

進

に

向

け

、

法

人

会

と

税

務

署

と

が

共

同

で

宣

言

し

、

一

丸

と

な

っ

て

取

り

組

ん

で

行

く

こ

と

を

誓

い

合

っ

た

。

　

同

日

、

同

署

内

で

調

印

式

が

行

わ

れ

、

中

井

会

長

と

廣

田

署

長

が

宣

言

書

に

署

名

し

た

。

　

福

岡

・

博

多

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

坂

本

文

比

古

会

長

）

は

４

月

９

日

、

福

岡

市

博

多

区

の

Ｊ

Ｒ

吉

塚

駅

構

内

に

令

和

７

年

度

「

中

学

生

の

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

の

優

秀

作

品

を

展

示

し

た

。

�

日

の

「

納

貯

の

日

」

に

あ

わ

せ

て

実

施

し

た

も

の

。

　

展

示

さ

れ

た

の

は

博

多

税

務

署

長

賞

を

受

賞

し

た

東

福

岡

自

彊

館

中

学

校

３

年

（

受

賞

当

時

）

の

安

部

煌

さ

ん

の

作

品

「

税

は

と

て

も

大

切

な

も

の

」

。

　

当

日

は

、

坂

本

会

長

を

は

じ

め

同

納

貯

連

役

員

と

東

谷

光

則

博

多

署

長

、

加

藤

邦

忠

博

多

駅

長

ら

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

坂

本

会

長

は

「

今

後

も

税

の

広

報

活

動

に

は

力

を

入

れ

て

い

く

。

展

示

の

作

文

は

非

常

に

良

く

書

け

て

い

る

。

多

く

の

人

に

読

ん

で

も

ら

い

た

い

」

と

語

っ

た

。

　

作

品

は

今

月

下

旬

ま

で

展

示

さ

れ

る

。

　

公

益

社

団

法

人

名

古

屋

中

村

法

人

会

（

安

藤

隆

司

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

中

村

区

区

民

ま

つ

り

」

に

出

店

し

、

同

会

女

性

部

会

（

深

澤

幸

子

部

会

長

）

が

中

心

と

な

っ

て

「

子

ど

も

税

金

ク

イ

ズ

と

く

じ

び

き

」

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

家

族

で

区

民

ま

つ

り

に

訪

れ

た

男

性

と

孫

が

、

一

緒

に

税

金

ク

イ

ズ

を

考

え

る

微

笑

ま

し

い

光

景

も

見

ら

れ

た

。

　

税

金

ク

イ

ズ

の

後

は

、

く

じ

び

き

に

挑

戦

し

、

ガ

ラ

ポ

ン

を

回

す

と

大

盛

り

上

が

り

。

参

加

者

は

、

楽

し

み

な

が

ら

税

金

の

知

識

を

深

め

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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